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３北経第２１号－２４

令和 ４年 １月 ５日

札幌市清田区平岡２条４丁目３番５号

ニューライフ警備保障株式会社

代表取締役 安田 照寿 殿

北海道森林管理局長

猪島 康浩

指名停止措置に係る苦情申し立て（回答）

「指名停止等措置に係る苦情処理手続要領（平成１９年３月１６日１８経第１８４０号）」

に基づき貴社から提出のありました、令和３年１２月２１日付け「苦情申立書」に対して、下

記のとおり回答いたします。

なお、この回答に不服がある場合には、北海道森林管理局に対して、令和４年４月１日まで

に書面により再苦情申立てをすることができます。その場合には、総務企画部経理課にその旨

を記載した書面を提出してください。

記

１ 回 答

令和３年１１月２日付け「指名停止通知書」による５ヶ月の指名停止処分の取り消

し及び期間の短縮は行いません。

２ 理 由

指名停止通知書の理由にもあるとおり、北海道大学が令和２年度に発注した警

備業務２件について、請負契約に基づき最低賃金法が遵守されているかにつ

いて調査を行ったところ、1,最低賃金法違反、2,書類の改ざんによる虚偽の

報告が確認されたため、指名停止措置が講じられたことによります。

以上

参考２



参考３
















	（案）２審議概要
	参考1 苦情申立書
	局HP用
	２


	参考2 指名停止等措置に係る苦情申立て（回答）
	局HP用
	３


	参考3 再苦情申立書



